
食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 管 理 運 営 基 準 ）

第 二 条 法 第 五 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 営 業 の 施 設 の 内 外 の 清 潔 保 持 、 ね ず み 、 昆 虫 等 の 駆 除 そ の 他 公 衆 衛 生 上 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

営 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 と す る 。

一 次 号 に 掲 げ る 営 業 者 以 外 の 営 業 者 別 表 第 一 に 定 め る 基 準

二 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 （ 食 品 の 安 全 性 を 確 保 す る 上 で 重 要 な 危 害 の 原 因 と な る 物 質 及 び 当 該 危 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 工 程 の 特 定 、 評 価 及 び 管 理

を 行 う 衛 生 管 理 の 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て 衛 生 管 理 を 行 う 営 業 者 別 表 第 二 に 定 め る 基 準

2 法 第 六 十 二 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 準 は 、 別 表 第 一 の 第 一 の 八 の 12 、 九 、 十 一 及 び 十 三 に 定 め る 基 準 と す る 。

第 三 条 中 「 の 規 定 に よ る 」 を 「 に 規 定 す る 」 に 、 「 の 基 準 」 を 「 に つ い て の 基 準 」 に 、 「 別 表 第 二 の と お り 」 を 「 別 表 第 三 に 定 め る 基 準 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 第 一 の 三 に 次 の よ う に 加 え る 。

12 施 設 に お い て お う 吐 し た 場 合 に は 、 直 ち に 殺 菌 剤 を 用 い て 適 切 に 消 毒 す る こ と 。

別 表 第 一 の 第 一 の 四 の 1 中 「 取 扱 う 」 を 「 取 り 扱 う 」 に 改 め 、 同 四 の 2 中 「 一 年 間 以 上 」 を 「 一 年 以 上 」 に 改 め 、 同 第 一 の 五 か ら 七 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

五 ね ず み 及 び 昆 虫 対 策

1 施 設 及 び そ の 周 囲 は 、 ね ず み 及 び 昆 虫 の 繁 殖 場 所 を 排 除 す る と と も に 、 窓 、 扉 及 び 吸 排 気 口 の 網 戸 、 ね ず み 及 び 昆 虫 の 捕 獲 器 、 排 水 溝 の 蓋 等 の 設 置

第 二 十 八 号
食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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に よ り 、 ね ず み 及 び 昆 虫 の 施 設 内 へ の 侵 入 を 防 止 す る こ と 。

2 原 材 料 、 製 品 、 包 装 資 材 等 は 、 容 器 に 入 れ る 等 の ね ず み 又 は 昆 虫 に よ る 汚 染 防 止 対 策 を 講 じ た 上 で 保 管 す る こ と 。

3 ね ず み 及 び 昆 虫 の 駆 除 作 業 は 、 施 設 及 び そ の 周 囲 の 状 況 を 考 慮 し た 方 法 及 び 頻 度 で 実 施 し 、 そ の 実 施 記 録 を 一 年 間 保 管 す る こ と 。

4 殺 そ 剤 又 は 殺 虫 剤 を 使 用 す る 場 合 に は 、 食 品 、 添 加 物 、 器 具 又 は 容 器 包 装 （ 以 下 「 食 品 等 」 と い う 。 ） を 汚 染 し な い よ う そ の 取 扱 い に 十 分 注 意 す る

こ と 。

六 廃 棄 物 及 び 排 水 の 取 扱 い

1 廃 棄 物 の 保 管 及 び そ の 廃 棄 の 方 法 に つ い て 、 必 要 に 応 じ て 手 順 書 を 作 成 す る こ と 。

2 廃 棄 物 の 容 器 は 、 他 の 容 器 と 明 確 に 区 別 で き る よ う に し 、 汚 液 又 は 汚 臭 が 漏 れ な い よ う に 常 に 清 潔 に し て お く こ と 。

3 廃 棄 物 は 、 作 業 に 支 障 の な い 限 り 、 食 品 の 取 扱 い 又 は 保 管 の 区 域 （ 隣 接 す る 区 域 を 含 む 。 ） に 保 管 し な い こ と 。

4 廃 棄 物 の 保 管 場 所 は 、 周 囲 の 環 境 に 悪 影 響 を 及 ぼ さ な い よ う 適 切 に 管 理 す る こ と 。

5 廃 棄 物 及 び 排 水 の 処 理 は 、 適 切 に 行 う こ と 。

七 食 品 衛 生 責 任 者

1 営 業 者 （ 法 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 食 品 衛 生 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 営 業 者 を 除 く 。 2 を 除 き 、 以 下 8 ま で に お い て 同 じ 。 ） は 、 施 設

又 は 部 門 ご と に 、 食 品 衛 生 に 関 す る 責 任 者 （ 以 下 「 食 品 衛 生 責 任 者 」 と い う 。 ） を 食 品 取 扱 者 の う ち か ら 選 任 す る こ と 。 た だ し 、 営 業 者 が 自 ら 食 品 衛

生 責 任 者 と な る 一 の 施 設 又 は 部 門 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

2 1 に か か わ ら ず 、 同 一 の 建 物 に お い て 二 以 上 の 施 設 を 設 け て い る と き は 、 食 品 衛 生 責 任 者 は 、 当 該 二 以 上 の 施 設 を 通 じ て 一 人 と す る こ と が で き る こ

と 。

3 営 業 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の う ち か ら 、 食 品 衛 生 責 任 者 を 選 任 す る よ う に 努 め る こ と 。

㈠ 栄 養 士 、 調 理 師 、 製 菓 衛 生 師 、 食 鳥 処 理 衛 生 管 理 者 、 船 舶 料 理 士 又 は 法 第 四 十 八 条 第 六 項 各 号 に 掲 げ る 者

㈡ 知 事 が 実 施 し 、 若 し く は 指 定 す る 食 品 衛 生 責 任 者 の た め の 講 習 会 （ 以 下 「 食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 」 と い う 。 ） 又 は 知 事 が こ れ と 同 等 以 上 と 認

め る 講 習 会 の 受 講 修 了 者

4 営 業 者 は 、 食 品 衛 生 責 任 者 と し て 選 任 し た 者 が 3 の ㈠ 若 し く は ㈡ の い ず れ に も 該 当 し な い と き 、 又 は 自 ら 食 品 衛 生 責 任 者 と な っ た 場 合 に お い て 自 ら

が 3 の ㈠ 若 し く は ㈡ の い ず れ に も 該 当 し な い と き は 、 速 や か に 、 食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 に 、 当 該 食 品 衛 生 責 任 者 と し て 選 任 し た 者 を 出 席 さ せ 、 又

は 自 ら 出 席 す る よ う に 努 め る こ と 。

5 営 業 者 は 、 施 設 の 見 や す い 箇 所 に 食 品 衛 生 責 任 者 の 氏 名 を 記 載 し た 名 札 を 掲 示 し て お く こ と 。
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6 食 品 衛 生 責 任 者 は 、 営 業 者 の 指 示 を 受 け て 、 そ の 担 当 す る 施 設 の 維 持 管 理 そ の 他 当 該 施 設 に 関 す る 食 品 衛 生 上 の 管 理 運 営 に 当 た る こ と 。

7 食 品 衛 生 責 任 者 は 、 そ の 担 当 す る 施 設 に 関 し て 、 食 品 衛 生 上 の 不 備 事 項 又 は 不 適 事 項 を 発 見 し た と き は 、 営 業 者 に 対 し て そ の 改 善 を 進 言 す る こ と 。

8 営 業 者 は 、 食 品 衛 生 責 任 者 の 食 品 衛 生 管 理 運 営 上 の 進 言 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 当 該 進 言 に 係 る 不 備 事 項 又 は 不 適 事 項 に つ い て 改 善 す る こ と 。

別 表 第 一 の 第 一 中 八 を 十 二 と し 、 同 十 二 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

八 食 品 等 の 取 扱 い

1 食 品 等 の 仕 入 れ に 当 た っ て は 、 衛 生 上 の 観 点 か ら 品 質 、 鮮 度 、 表 示 等 に つ い て 点 検 し 、 そ の 結 果 を 記 録 す る よ う 努 め る こ と 。

2 原 材 料 と し て 使 用 す る 食 品 は 、 当 該 食 品 に 適 し た 状 態 及 び 方 法 で 衛 生 的 に 保 存 す る こ と 。

3 冷 蔵 庫 内 又 は 冷 蔵 室 内 で は 、 相 互 汚 染 が 生 じ な い よ う 区 画 し て 保 存 す る こ と 。

4 添 加 物 を 使 用 す る 場 合 は 、 正 確 に 計 量 し 、 適 正 に 使 用 す る こ と 。

5 食 品 の 製 造 、 加 工 又 は 調 理 に お い て 、 病 原 微 生 物 そ の 他 の 微 生 物 及 び そ れ ら の 毒 素 を 、 完 全 に 、 又 は 安 全 な 量 ま で 死 滅 さ せ 、 又 は 除 去 す る こ と 。

6 食 品 は 、 当 該 食 品 の 水 分 活 性 、 水 素 イ オ ン 濃 度 及 び 微 生 物 に よ る 汚 染 状 況 、 消 費 期 限 又 は 賞 味 期 限 、 製 造 加 工 の 方 法 、 包 装 形 態 、 生 食 用 又 は 加 熱 加

工 用 等 の 使 用 方 法 等 に 応 じ て 冷 蔵 保 存 す る 等 、 調 理 、 製 造 、 保 管 、 運 搬 、 販 売 等 の 各 過 程 に お い て 時 間 及 び 温 度 の 管 理 に 十 分 配 慮 し て 衛 生 的 に 取 り 扱

う こ と 。

7 食 品 間 の 相 互 汚 染 を 防 止 す る た め 、 次 の 点 に 配 慮 す る こ と 。

㈠ 未 加 熱 又 は 未 加 工 の 原 材 料 は 、 そ の ま ま 摂 取 さ れ る 食 品 と 区 分 し て 取 り 扱 う こ と 。

㈡ 製 造 、 加 工 又 は 調 理 を 行 う 区 域 へ は 、 当 該 区 域 で 作 業 を 行 う 食 品 取 扱 者 以 外 の 者 が 立 ち 入 る こ と の な い よ う に す る こ と 。 た だ し 、 当 該 食 品 取 扱 者

以 外 の 者 の 立 入 り に よ る 食 品 等 の 汚 染 の お そ れ が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

㈢ ㈡ の 区 域 へ 入 る 際 に は 、 必 要 に 応 じ て 、 更 衣 室 等 を 経 由 し 、 衛 生 的 な 作 業 着 及 び 履 物 へ の 交 換 、 手 洗 い 等 を 行 う こ と 。

㈣ 食 肉 等 の 未 加 熱 食 品 を 取 り 扱 っ た 設 備 、 機 械 器 具 等 は 、 別 の 食 品 を 取 り 扱 う 前 に 、 必 要 な 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。

8 原 材 料 は 、 使 用 期 限 等 に 応 じ 適 切 な 順 序 で 使 用 さ れ る よ う 配 慮 し て 保 管 す る こ と 。

9 器 具 及 び 容 器 包 装 は 、 製 品 を 汚 染 及 び 損 傷 か ら 保 護 す る こ と が で き 、 適 切 な 表 示 が 行 え る も の を 使 用 す る こ と 。

10 再 使 用 が 可 能 な 器 具 又 は 容 器 包 装 は 、 洗 浄 及 び 消 毒 が 容 易 な も の を 使 用 す る こ と 。

11 食 品 等 の 製 造 又 は 加 工 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 の 実 施 に 努 め る こ と 。

㈠ 原 材 料 及 び 製 品 へ の 金 属 、 ガ ラ ス 、 じ ん あ い 、 洗 浄 剤 、 機 械 油 等 の 化 学 物 質 等 の 異 物 の 混 入 防 止 の た め の 措 置 を 講 じ 、 必 要 に 応 じ 、 検 査 す る こ と 。

㈡ 原 材 料 、 製 品 及 び 容 器 包 装 を ロ ッ ト ご と に 管 理 し 、 そ の 管 理 状 況 を 記 録 す る こ と 。
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㈢ 製 品 ご と に そ の 特 性 、 製 造 及 び 加 工 の 手 順 、 原 材 料 等 に つ い て 記 載 し た 製 品 説 明 書 を 作 成 し 、 保 存 す る こ と 。

㈣ 分 割 さ れ 、 又 は 細 切 さ れ た 食 肉 等 に つ い て 、 異 物 の 混 入 が な い か ど う か を 確 認 し 、 異 物 が 認 め ら れ た 場 合 に は 、 当 該 食 肉 等 の う ち 汚 染 の 可 能 性 が

あ る 部 分 を 廃 棄 す る こ と 。

㈤ 原 材 料 と し て 使 用 し て い な い 食 品 衛 生 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 表 示 の 基 準 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 二 十 三 年 内 閣 府 令 第 四 十 五 号 ） 第 一 条

第 二 項 第 七 号 に 規 定 す る 特 定 原 材 料 等 が 製 造 工 程 に お い て 混 入 し な い よ う 措 置 を 講 ず る こ と 。

12 原 材 料 及 び 製 品 に つ い て 自 主 検 査 を 行 い 、 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 及 び 規 格 等 へ の 適 合 性 を 確 認 し 、 そ の 結 果 を 記 録 し 、 保 存 す る よ う 努 め

る こ と 。

13 お う 吐 物 等 に よ り 汚 染 さ れ た 可 能 性 の あ る 食 品 は 廃 棄 す る こ と 。

九 記 録 の 作 成 及 び 保 存

1 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 の 防 止 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 取 り 扱 う 食 品 に 係 る 仕 入 元 、 製 造 又 は 加 工 等 の 状 態 、 出 荷 先 又 は 販 売 先 そ の 他 必 要 な 事 項 に

関 す る 記 録 を 作 成 し 、 こ れ を 保 存 す る よ う 努 め る こ と 。

2 1 の 記 録 の 保 存 期 間 は 、 取 り 扱 う 食 品 等 の 消 費 期 限 、 賞 味 期 限 等 に 応 じ て 合 理 的 な 期 間 を 設 定 す る こ と 。

3 食 中 毒 等 の 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 国 、 都 道 府 県 等 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 に は 、 1 の 記 録 を 提 出 す る こ と 。

十 管 理 運 営 要 領 等 の 作 成

1 営 業 者 は 、 施 設 及 び 食 品 の 取 扱 い 等 に 係 る 衛 生 上 の 管 理 運 営 要 領 を 作 成 し 、 食 品 取 扱 者 及 び 関 係 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。

2 定 期 的 に 製 品 検 査 、 拭 き 取 り 検 査 等 を 実 施 し 、 施 設 の 衛 生 状 態 を 確 認 す る こ と に よ り 、 1 で 作 成 し た 管 理 運 営 要 領 の 効 果 を 検 証 し 、 必 要 に 応 じ 、 そ

の 内 容 を 見 直 す こ と 。

3 食 肉 処 理 業 に あ っ て は 、 営 業 者 は 、 管 理 運 営 要 領 に 基 づ く 衛 生 管 理 に つ い て の 点 検 表 を 作 成 し 、 食 品 衛 生 責 任 者 に 定 期 的 に 点 検 さ せ る こ と 。

十 一 回 収 及 び 廃 棄

1 販 売 食 品 等 （ 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 販 売 食 品 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 起 因 す る 食 品 衛 生 上 の 問 題 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 消 費 者 に 対 す る 健

康 被 害 を 未 然 に 防 止 す る 観 点 か ら 、 問 題 と な っ た 製 品 を 迅 速 か つ 適 切 に 回 収 で き る よ う 、 回 収 に 係 る 責 任 体 制 、 具 体 的 な 回 収 の 方 法 、 当 該 製 品 の 製 造

施 設 等 の 所 在 地 を 所 管 す る 保 健 所 長 等 へ の 報 告 等 の 手 順 を 定 め る こ と 。

2 回 収 さ れ た 当 該 製 品 は 、 通 常 の 製 品 と 明 確 に 区 別 し て 保 管 し 、 保 健 所 長 等 の 指 示 に 従 っ て 適 切 に 廃 棄 等 の 措 置 を 講 ず る こ と 。

3 回 収 等 を 行 う 際 は 、 必 要 に 応 じ 、 消 費 者 へ の 注 意 喚 起 等 の た め 、 当 該 回 収 等 に 関 す る 公 表 に つ い て 考 慮 す る こ と 。

別 表 第 一 の 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。
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十 三 情 報 の 提 供 及 び 報 告

1 消 費 者 に 対 し 、 販 売 食 品 等 に つ い て の 安 全 性 に 関 す る 情 報 提 供 に 努 め る こ と 。

2 製 造 し 、 加 工 し 、 若 し く は 輸 入 し た 食 品 等 に つ い て の 消 費 者 の 健 康 被 害 （ 医 師 の 診 断 を 受 け 、 そ の 症 状 が 当 該 食 品 等 に 起 因 す る 又 は そ の 疑 い が あ る

と 診 断 さ れ た も の に 限 る 。 ） に 関 す る 情 報 を 得 た と き 又 は 法 の 規 定 に 違 反 す る 食 品 等 に 関 す る 情 報 を 得 た と き は 、 保 健 所 長 に 速 や か に 報 告 す る こ と 。

3 製 造 し 、 加 工 し 、 又 は 輸 入 し た 食 品 等 に 係 る 異 味 又 は 異 臭 の 発 生 、 異 物 の 混 入 そ の 他 の 消 費 者 等 か ら の 苦 情 で あ っ て 、 健 康 被 害 に つ な が る お そ れ が

否 定 で き な い も の を 受 け た 場 合 は 、 保 健 所 長 に 速 や か に 報 告 す る こ と 。

別 表 第 一 の 第 二 か ら 第 五 ま で を 削 り 、 同 表 の 第 六 の 九 中 「 や 」 を 「 、 」 に 、 「 消 毒 」 を 「 消 毒 を 行 い 、 使 い 捨 て 手 袋 を 使 用 す る 場 合 に は 交 換 」 に 改 め 、 同 第 六

を 同 表 の 第 二 と し 、 同 表 の 第 七 の 一 中 「 方 法 等 」 を 「 方 法 、 適 正 な 手 洗 い の 方 法 、 健 康 管 理 等 」 に 改 め 、 同 第 七 の 二 中 「 五 の 6 及 び 七 の 1 、 第 四 の 一 並 び に 第

五 の 一 」 を 「 三 の 12 、 六 の 1 、 八 の 6 、 十 の 1 及 び 十 一 の 1 」 に 、 「 す る 」 を 「 す る こ と 」 に 改 め 、 同 第 七 を 同 表 の 第 三 と し 、 同 表 中 第 八 を 第 四 と し 、 第 九 を

第 五 と し 、 第 十 及 び 第 十 一 を 削 る 。

別 表 第 二 を 別 表 第 三 と し 、 別 表 第 一 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

別 表 第 二 （ 第 二 条 関 係 ）

第 一 食 品 取 扱 施 設 等 に お け る 衛 生 管 理

一 一 般 事 項 等

別 表 第 一 の 第 一 の 一 か ら 七 ま で 及 び 十 か ら 十 三 ま で に 定 め る 基 準 に よ る こ と 。

二 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 行 う 班 の 編 成

食 品 衛 生 管 理 者 、 食 品 衛 生 責 任 者 そ の 他 の 製 品 に つ い て の 知 識 及 び 専 門 的 な 技 術 を 有 す る 者 に よ り 構 成 さ れ る 班 を 編 成 す る こ と 。

三 製 品 説 明 書 及 び 製 造 工 程 一 覧 図 の 作 成

1 原 材 料 等 の 組 成 、 水 分 活 性 、 水 素 イ オ ン 濃 度 等 の 物 理 的 又 は 化 学 的 性 質 、 加 熱 、 凍 結 、 加 塩 、 く ん 煙 等 の 殺 菌 又 は 静 菌 処 理 の 方 法 、 包 装 、 保 存 性 、

保 管 条 件 、 流 通 方 法 等 の 製 品 の 安 全 性 に 関 す る 事 項 （ 以 下 「 製 品 の 特 性 」 と い う 。 ） を 記 載 し た 製 品 説 明 書 を 作 成 す る こ と 。

2 1 の 製 品 説 明 書 に は 、 製 品 の 使 用 方 法 、 想 定 さ れ る 消 費 者 層 等 を 記 述 す る こ と 。

3 製 品 の 全 て の 製 造 工 程 が 記 載 さ れ た 製 造 工 程 一 覧 図 を 作 成 す る こ と 。

4 3 の 製 造 工 程 一 覧 図 に つ い て 、 実 際 の 製 造 工 程 及 び 施 設 設 備 の 配 置 に 照 ら し 合 わ せ て 適 切 か 否 か の 確 認 を 行 い 、 適 切 で な い 場 合 に は 、 製 造 工 程 一 覧

図 の 修 正 を 行 う こ と 。

四 食 品 等 の 取 扱 い
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1 2 か ら 10 ま で の 方 法 に よ り 食 品 の 製 造 工 程 に お け る 全 て の 潜 在 的 な 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 列 挙 し 、 危 害 分 析 を 実 施 し て 特 定 さ れ た 危 害 の 原 因 と な

る 物 質 を 管 理 す る こ と 。

2 製 造 工 程 ご と に 発 生 す る お そ れ の あ る 全 て の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 の リ ス ト （ 以 下 「 危 害 要 因 リ ス ト 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 健 康 に 悪 影 響 を 及 ぼ す

可 能 性 、 製 品 の 特 性 等 を 考 慮 し て 、 各 製 造 工 程 に お け る 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 特 定 す る こ と 。

3 2 で 特 定 さ れ た 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 に つ い て 、 危 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 製 造 工 程 ご と に 、 当 該 物 質 及 び 当 該 危 害 の 発 生 を 防 止 す

る た め の 措 置 （ 以 下 「 管 理 措 置 」 と い う 。 ） を 検 討 し 、 危 害 要 因 リ ス ト に 記 載 す る こ と 。

4 2 で 特 定 さ れ た 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 に よ る 危 害 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 製 造 工 程 の う ち 、 管 理 措 置 の 実 施 状 況 の 連 続 的 な 又 は 相 当 の

頻 度 の 確 認 （ 以 下 「 モ ニ タ リ ン グ 」 と い う 。 ） を 必 要 と す る も の （ 以 下 「 重 要 管 理 点 」 と い う 。 ） を 設 定 す る と と も に 、 重 要 管 理 点 を 設 定 し な い 場 合 に

は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 文 書 を 作 成 す る こ と 。

5 重 要 管 理 点 に 設 定 し よ う と す る 製 造 工 程 に お け る 管 理 措 置 で は 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 十 分 に 管 理 で き な い 場 合 は 、 当 該 製 造 工 程 又 は そ の 前 後 の 製

造 工 程 に お い て 適 切 な 管 理 措 置 を 定 め る こ と が で き る よ う 、 製 品 又 は 製 造 工 程 を 見 直 す こ と 。

6 個 々 の 重 要 管 理 点 に つ い て 、 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 許 容 で き る 程 度 に ま で 低 減 し 、 又 は 排 除 す る た め の 基 準 （ 危 害 の 原 因 と な る 物 質 に 係 る 許 容 の

可 否 を 判 断 す る 基 準 で あ っ て 、 温 度 、 時 間 、 水 分 含 量 、 水 分 活 性 、 水 素 イ オ ン 濃 度 、 有 効 塩 素 等 の 測 定 が 可 能 な 指 標 及 び 外 観 、 食 感 等 の 人 の 官 能 に よ

る 指 標 に 基 づ く も の を い う 。 以 下 「 管 理 基 準 」 と い う 。 ） を 設 定 す る こ と 。

7 管 理 基 準 の 遵 守 状 況 の 確 認 及 び 管 理 基 準 が 遵 守 さ れ て い な い 製 造 工 程 を 経 た 製 品 の 出 荷 の 防 止 の た め の モ ニ タ リ ン グ の 方 法 を 設 定 し 、 十 分 な 頻 度 で

実 施 す る こ と 。

8 モ ニ タ リ ン グ の 方 法 に 関 す る 全 て の 記 録 は 、 モ ニ タ リ ン グ を 実 施 し た 担 当 者 及 び 責 任 者 に よ る 署 名 を 行 う こ と 。

9 モ ニ タ リ ン グ に よ り 重 要 管 理 点 に 係 る 管 理 措 置 が 適 切 に 講 ぜ ら れ て い な い と 認 め ら れ た と き に 講 ず べ き 措 置 （ 管 理 基 準 の 不 遵 守 に よ り 影 響 を 受 け た

製 品 の 適 切 な 処 理 を 含 む 。 以 下 「 改 善 措 置 」 と い う 。 ） を 、 重 要 管 理 点 に お い て 設 定 し 、 適 切 に 実 施 す る こ と 。

10 自 ら が 用 い る 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 に つ き 、 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 が 適 切 に 防 止 さ れ て い る こ と を 確 認 す る た め 、 十 分 な 頻 度 で 検 証 を 行 う こ

と 。

五 記 録 の 作 成 及 び 保 存

1 四 の 2 及 び 3 の 危 害 分 析 、 四 の 4 の 重 要 管 理 点 の 設 定 並 び に 四 の 6 の 管 理 基 準 の 設 定 に つ い て 、 記 録 を 作 成 し 、 及 び 保 存 す る こ と 。

2 四 の 7 の モ ニ タ リ ン グ 、 四 の 9 の 改 善 措 置 及 び 四 の 10 の 検 証 に つ い て 、 記 録 を 作 成 し 、 保 存 す る こ と 。

3 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 の 防 止 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 取 り 扱 う 食 品 に 係 る 仕 入 元 、 製 造 又 は 加 工 等 の 状 態 、 出 荷 先 又 は 販 売 先 そ の 他 必 要 な 事 項 に
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関 す る 記 録 を 作 成 し 、 こ れ を 保 存 す る よ う 努 め る こ と 。

4 1 か ら 3 ま で の 記 録 の 保 存 期 間 は 、 取 り 扱 う 食 品 等 の 消 費 期 限 、 賞 味 期 限 等 に 応 じ て 合 理 的 な 期 間 を 設 定 す る こ と 。

5 食 中 毒 等 の 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 国 、 都 道 府 県 等 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 に は 、 1 か ら 3 ま で の 記 録 を 提 出 す る こ と 。

第 二 食 品 取 扱 者 等 の 衛 生 管 理 等

別 表 第 一 の 第 二 、 第 四 及 び 第 五 に 定 め る 基 準 に よ る こ と 。

第 三 食 品 取 扱 者 等 に 対 す る 教 育 訓 練

一 営 業 者 、 食 品 衛 生 管 理 者 又 は 食 品 衛 生 責 任 者 は 、 製 造 、 加 工 、 調 理 、 販 売 等 が 衛 生 的 に 行 わ れ る よ う 、 食 品 取 扱 者 及 び 関 係 者 に 対 し 、 食 品 等 の 衛 生 的

な 取 扱 方 法 、 汚 染 防 止 の 方 法 、 適 正 な 手 洗 い の 方 法 、 健 康 管 理 等 食 品 衛 生 上 必 要 な 事 項 に 関 す る 衛 生 教 育 を 実 施 す る こ と 。

二 一 の 衛 生 教 育 に は 、 別 表 第 一 の 第 一 の 一 の 2 、 六 の 1 、 十 の 1 及 び 十 一 の 1 並 び に 第 一 の 四 の 各 種 手 順 等 に 関 す る 事 項 を 含 む も の と す る こ と 。

三 洗 浄 剤 等 の 化 学 物 質 を 取 り 扱 う 者 に 対 し て は 、 そ の 安 全 な 取 扱 い に つ い て の 教 育 訓 練 を 実 施 す る こ と 。

四 教 育 訓 練 の 効 果 に つ い て 定 期 的 に 評 価 し 、 必 要 に 応 じ 、 そ の プ ロ グ ラ ム を 修 正 す る こ と 。

附 則

こ の 条 例 は 、 食 品 表 示 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

食 品 等 を 取 り 扱 う 施 設 の 公 衆 衛 生 上 講 ず べ き 措 置 に 係 る 国 の 指 針 が 改 め ら れ た こ と に 鑑 み 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理

由 で あ る 。
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